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○青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

平成十七年四月一日 

条例第三十号 

改正 平成二四年六月条例第五七号 

令和五年三月条例第一号 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三

項の規定により、本市が設置する公の施設の管理を行わせる者（以下「指定管理者」とい

う。）の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定を受けようとする団体の公募） 

第二条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設（以

下「当該施設」という。）に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなけれ

ばならない。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、当該施設の適正な運営を確保する

ため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 次条及び第十条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 

（平成二四条例五七・一部改正） 

（指定管理者の指定の申請） 

第三条 法人その他の団体であって、前条第一項の規定による公募に応じて指定管理者の指

定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請し

なければならない。 

（指定管理者選定評価委員会） 

第四条 指定管理者による公の施設の管理に関する事項について調査審議するため、青森市

指定管理者選定評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（平成二四条例五七・追加） 

（委員会の所掌事務） 

第五条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 

一 指定管理者に管理を行わせる公の施設を選定すること。 

二 指定管理者の指定の申請に至るまでの手続その他当該手続に必要な事項を審議する

こと。 

三 指定管理者の指定の申請に係る事業計画書等の内容を審査し、指定管理者の候補者を

選定すること。 
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四 指定管理者による公の施設の管理に関し評価すること。 

五 その他指定管理者による公の施設の管理に関し市長が必要と認める事項を調査審議

すること。 

（平成二四条例五七・追加） 

（委員会の組織等） 

第六条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織

する。 

一 学識経験者 

二 財務等について識見を有する者 

三 その他市長が必要と認める者 

２ 前項第一号及び第二号に掲げる者のうちから委嘱される委員（以下「第一号委員及び第

二号委員」という。）の員数は、それぞれ五人以内とする。 

（平成二四条例五七・追加） 

（委員の任期等） 

第七条 委員の任期は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める期間とし、

再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

一 第一号委員及び第二号委員 委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の三月三

十一日まで 

二 前条第一項第三号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命される委員 委嘱又は任

命の日から当該日の属する年度の三月三十一日まで 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

３ 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要

な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。 

（平成二四条例五七・追加） 

（委員長及び副委員長） 

第八条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては市長の指名によってこれを

定め、副委員長にあっては委員長の指名によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
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（平成二四条例五七・追加） 

（委員会の会議） 

第九条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見

を求めることができる。 

（平成二四条例五七・追加） 

（指定管理者の指定） 

第十条 市長は、委員会が指定管理者の候補者を選定したときは、第三条の規定による申請

に係る事業計画書等に記載された事業計画の実施に要する費用、その実施による効果、第

三条の規定による申請に係る事業計画に沿った管理を行う物的能力、人的能力等を総合的

に判断して指定管理者の候補者を決定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければ

ならない。 

（平成二四条例五七・旧第四条繰下・一部改正） 

（協定の締結） 

第十一条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則で定めるところにより、市長と公の施設

の管理に関する協定を締結するものとする。 

（平成二四条例五七・旧第五条繰下） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第十二条 指定管理者は、毎年度終了後（年度の途中において指定を取り消されたときは、

その日後）次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

一 管理業務の実施状況及び利用状況 

二 管理に係る経費の収支状況 

三 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

（平成二四条例五七・旧第六条繰下） 

（原状回復） 

第十三条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理し

なくなった施設又は設備を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たとき
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は、この限りでない。 

（平成二四条例五七・旧第七条繰下） 

（損害賠償） 

第十四条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又

は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得な

いと認めるときは、この限りでない。 

（平成二四条例五七・旧第八条繰下） 

（秘密保持義務） 

第十五条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（従事していた者

を含む。）は、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十六条第

二項（第二号に係る部分に限る。）において準用する同条第一項及び第六十七条の規定を

遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。 

（平成二四条例五七・旧第九条繰下、令和五条例一・一部改正） 

（教育委員会所管の施設への適用） 

第十六条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第二条、第三

条、第五条、第十条から第十四条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員

会」とする。 

（平成二四条例五七・旧第十条繰下・一部改正） 

（委任） 

第十七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定め、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平成二四条例五七・旧第十一条繰下・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成二四年六月条例第五七号） 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和五年三月条例第一号）抄 

（施行期日） 

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。 


